


　愛媛労働局は、厚生労働省の愛媛県における総合労働行政機関
として、労働基準行政、職業安定行政、雇用環境均等行政、人材
開発行政が一体となり、「働き方改革」の推進などを通じた労働環
境の整備・生産性の向上、女性、若者、障害者等の多様な働き手の
参画などに取り組むとともに、地方公共団体等と連携を図り、地
域の雇用機会の創出など総合的・効果的な施策を推進しています。

「働き方改革」の推進を通じた、女性、若者、高年齢者、障害者等
　の多様な働き手の参画

「働き方改革」の推進などを通じた労働環境の整備・生産性の向上

⑴ 働き方改革と女性活躍の推進
⑵ 安心して働くことができる環境整備の推進

⑴ 「働き方」の推進などを通じた労働環境の整備
⑵ 労働条件の履行確保・改善対策
⑶ 労働者が安全で健康に働くことができる職場づくり
⑷ 最低賃金制度の適切な運営
⑸ 労災補償対策の推進

⑴ 職業紹介業務の充実強化による効果的な
　 マッチングの推進
⑵ 若者の雇用対策の推進
⑶ 高年齢者雇用対策の推進
⑷ 障害者雇用対策の推進
⑸ 手厚いセーフティネットの構築
⑹ 地域のニーズに即した公的職業訓練の展開と訓練修了
　 （予定）者への就職支援
⑺ 民間等の労働力需給調整事業の適正な運営の促進

⑴ 労働保険の未手続事業一掃対策の推進
⑵ 労働保険料等の適正徴収

 1 雇用環境・均等室の施策

 2 労働基準部の施策

 3 職業安定部の施策

 4 労働保険徴収室の施策

　全ての人材が能力を高め、その能力を存分
に発揮できるよう、女性、若者、高年齢者、
障害者等の活躍促進、外国人の活用などによ
り、多様な働き手の参画を図ります。

　非正規雇用労働者の待遇改善、長時間労働
の是正、人材確保対策の推進、地方創生の推
進及び労働者が安全で健康に働くことができ
る職場づくりなどにより、労働環境の整備・生
産性の向上を図る取組を推進します。
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1 雇用環境・均等室の施策

　非正規雇用労働者の希望や意欲・能力に応じた正社員転換・待遇改善を強力に推進するため、「愛媛
県正社員転換・待遇改善実現プラン」に基づき、愛媛県とも連携を図りながら正社員転換・待遇改善の
着実な取組を推進します。

　長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進により、ワーク・ライフ・バランスの実現を図るため、
働き方・休み方を見直し、効率的な働き方を「愛媛労働局働き方改革推進本部」のもとで推進します。

ア．同一労働同一賃金の実現に向けた均等・均衡待遇や非正規雇用労働者の
 正社員転換の取組等働き方改革推進に向けた支援

イ．長時間労働の抑制及び年次有給休暇の取得促進

【年間総実労働時間の推移（全国・愛媛県 事業所規模 30 人以上）】

◆ 「愛媛県働き方改革推進支援センター」を活用した非正規雇用労働者の待遇改善等働き方改革の推進

◆ 「キャリアアップ助成金」等を活用した非正規雇用労働者の正社員化・処遇改善の支援

◆ パートタイム労働法の確実な履行確保、法違反が認められる事業主に対する迅速かつ的確な指導

◆ 働き方改革関連法案成立時の改正法及びガイドライン等の労使双方への周知徹底

◆ 中小企業・小規模事業者に対する、生産性の向上を含む働き方改革の理解の促進及びきめ細やかな支援

◆ 金融機関と連携した働き方改革の推進

◆ 「愛媛働き方改革推進会議」の継続的な開催

◆ 企業の経営トップの意識改革等を図るため、労働局幹部による主要企業の経営陣に対する
  働きかけの実施

◆ 夏季、年末年始、ゴールデンウィーク等時期を捉えた連続休暇の取得促進など年次有給休暇  
　取得に向けた重点的な周知・広報

◆ 「改正労働時間等見直しガイドライン」の周知徹底

◆ 働き方・休み方改善コンサルタント等による労働時間等の設定改善のための助言・指導

◆ 時間外労働の上限規制等に対応するための「時間外労働等改善助成金」の活用促進

働き方改革と女性活躍の推進
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　労働者が性別により差別されることなく、また、働く女性が母性を尊重されつつ、その能力を十分
に発揮して働くことができるよう、男女雇用機会均等法の履行確保を図るとともに、女性の活躍を推
進するためのポジティブ・アクションの取組を促進します。

　改正育児・介護休業法や次世代育成支援対策推進法の確実な履行確保を図り、男女がともに仕事と
家庭の両立ができる職場環境整備の取組を促進します。

　「多様な働き方」の推進のためのガイドライン等の周知を行います。

　女性活躍推進法に基づき一般事業主行動計画策定等が義務付けられている301人以上の企業につい
て、行動計画の進捗状況に留意し、課題の改善にあたって必要な助言を行い、取組の実効性確保を図
ります。また、法に基づく取組が努力義務とされている300人以下の中小企業についても、取組支援
を図ります。

○雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保対策推進

○女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画等の策定促進等

ウ．女性活躍推進等

エ．職業生活と家庭生活の両立支援対策の推進

オ．「多様な働き方」の推進

◆ 男女雇用機会均等法の積極的な周知及び法に基づく適切な指導

◆ ポジティブ・アクションに取り組む事業主に対する支援

◆ 改正育児・介護休業法の積極的な周知及び規定整備の促進等法に基
　　づく適切な指導

◆ 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出 
　及び「くるみん」・「プラチナくるみん」の取得に向けた取組促進

◆ 両立支援等助成金の活用等による両立支援に取り組む事業主に対す
る支援

◆ 雇用型テレワークの「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施
　のためのガイドライン」、「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン」
　や「テレワーク相談センター」等の周知

◆ 「副業・兼業の促進に関するガイドライン」及び改訂版モデル就業規則の周知

◆ えるぼし認定制度の積極的な周知及び認定申請に向けた取組促進

◆ スマートフォン対応「女性の活躍推進企業データベース」の活用促進

◆「両立支援等助成金（女性活躍加速化コース）」等の活用による中小企業の取組促進
認定マーク

（えるぼし）

認定マーク
（くるみん）
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処 理 内 容 24年 25年 26年 27年 28年 29年
総 合 労 働 相 談 10,455 9,985 9,846 9,931 10,196 11,455
民事上の個別労働紛争相談 2,236 2,477 2,486 2,531 2,564 2,551
助言・指導（申出受付件数） 100 118 120 115 99 105
あ っ せ ん（ 申 請 受 理 件 数 ） 56 83 49 49 41 40

【個別労働紛争解決制度の運用状況】 （件）

【平成29年民事上の個別労働相談内訳】

　相談者のニーズに応じ男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパートタイム労働法に基づく紛
争解決の援助又は調停を行い、円滑かつ迅速な解決を図ります。

○男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法関係の紛争解決の援助

ア．総合的ハラスメント対策の一体的実施

ウ．適正な労働条件の整備・改善対策

イ．個別労働関係紛争の解決の促進

　職場内でのトラブルを未然に防止するために、妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメントやセ
クシュアルハラスメント、パワーハラスメントなど職場におけるハラスメントの予防と解決に向けた
取組が必要であり、そのための周知・啓発に努めます。

　働く人が活躍しやすい職場環境を作るため、労働契約法等の周知及び多様な正社員の導入支援を推
進します。

　雇用環境・均等室、各労働基準監督署に設けられた「総
合労働相談コーナー」では、広く労働関係の相談に応じて、
関連する法令等の情報提供、話し合いによる解決の促進の
ための適切なアドバイス、他の処理機関等についての情報
提供など、労働問題の「ワンストップ・サービス」を提供
します。

○個別労働関係紛争の解決促進

◆ 職場における妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメント対策の推進

◆ 職場におけるセクシュアルハラスメント対策の推進

◆ 職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた周知・啓発

◆ 妊娠・出産、育児休業等を理由とする不利益取扱いへの厳正な対応

◆ 労働契約法の内容について、無期転換ルールを中心とした積極的な周知及び有期特措法の
　認定申請に係る適切な対応

◆　「アルバイトの労働条件を確かめよう！」キャンペーンの実施など学生アルバイトの労働条件
　の確保に向けた取組の実施

◆ 業務改善助成金等を活用した最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援

◆ 職務、勤務地、勤務時間を限定した「多様な正社員」制度の普及・拡大

解雇・雇止め

退職勧奨

自己都合退職

労働条件引き下げその他の
労働条件

いじめ・嫌がらせ

その他の労働紛争 12.1％

8.5％

14.9％

9.5％9.3％
23.7％

22.0％

安心して働くことができる環境整備の推進
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長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果（平成28 年度）

【平成28 年の定期監督等の実施結果】（平成28 年1 月～ 12 月）

事業場数 割　合
監督実施事業場 418
(1) 法違反があった事業場 325 77.8％
(2) 主な違反内容

①違法な時間外労働があったもの 197 47.1％
うち、時間外労働の実績が月 80 時間を超えるもの 143 72.6％

②賃金不払残業があったもの 44 10.5％
③過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの 64 15.3％

(3) 主な健康障害防止に係る指導状況
① 健康障害防止措置が不十分なために改善を指導したもの 336 80.4％

うち、時間外労働を月 80 時間以内に削減するよう指導したもの 229 68.2％
②労働時間の把握方法が不適正なため指導したもの 63 15.1％

事業場数 割　合
定期監督等実施事業場 2,221
何らかの法違反が認められた事業場 1,610 72.5%

主
要
な
法
違
反

労働条件の明示（労働基準法 15 条） 262 11.8％
労働時間（労働基準法 32・40 条） 451 20.3％
休憩（労働基準法 34 条） 32 1.4％
休日（労働基準法 35 条） 62 2.8％
割増賃金（労働基準法 37 条） 349 15.7％
就業規則（労働基準法 89 条） 136 6.1％
定期健康診断（労働安全衛生法・規則 44 条） 431 19.4％

◆ 長時間労働の抑制、過重労働による健康障害防止に係る監督指導

　基本的労働条件の枠組みやその管理体制の確立を図り、これを定着させることが重要であり、労
働基準関係法令の遵守の徹底を図るとともに、重大又は悪質な事案に対しては、厳正に対処します。

◆ 賃金不払残業防止のための「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する
ガイドライン」の周知・徹底

◆ 特定の分野（技能実習生等外国人労働者、自動車運転者、障害者である労働者、介護労働者等）
における労働条件確保改善のための労働基準関係法令遵守の徹底

◆ 解雇・賃金不払等に係る申告への迅速かつ適切な対応

◆ 未払賃金立替払制度の迅速かつ適正な運営

◆ 「労災かくし」排除のための周知・啓発、悪質事案に対する厳正な対処

2 労働基準部の施策

　長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害を防止するため、適正な労働時間管理・健康管理に
関する窓口指導、監督指導を徹底します。特に、時間外・休日労働時間数が１か月当たり80時間を
超えている疑いがある事業場等に対しては、引き続き監督指導を徹底するとともに、複数の事業場で
違法な長時間労働を行っている場合などは、公表等の取組を行います。また、「労働時間改善指導・
援助チーム」による中小規模事業場等に対する労働時間制度、長時間労働削減の取組についての相談・
支援等を行います。

「働き方」の推進などを通じた労働環境の整備

労働条件の履行確保・改善対策
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　労働者が安全で健康に働くことの出来る職場の実現に向け、愛媛第13次労働災害防止推進計画の
初年度は、以下の事項を重点として安全衛生対策を推進します。

◆ 死亡災害の撲滅を目指し、製造業での設備・機械等よる災害、建設業での墜落・転落災害、
林業での伐木・運搬作業時の災害等に係る安全対策の推進

◆ 死傷災害の増加傾向に歯止めをかけ、減少に転じさせるため、道路貨物運送業、第３次産業（小
売業、社会福祉施設、飲食店）、製造業、建設業を重点に、災害の特性に応じた安全対策の推進。

◆ 増加している高年齢労働者の災害防止に配慮した安全対策の推進
◆ 増加している熱中症、減少傾向が見られない腰痛等の疾病に係る予防対策の推進
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定期健康診断有所見率の推移

労働者が安全で健康に働くことのできる職場づくり

◆ ストレスチェック制度の活用等による職場におけるメンタルヘルス対策、健康管理対策の推進
◆ 愛媛県地域両立支援推進チームの連携等により、疾病をかかえる労働者等に対する治療と

仕事の両立支援対策の推進
◆ 職場で取り扱う化学物質による健康障害防止対策の推進
◆ 建築物解体作業等に係る石綿障害予防対策の推進
◆ 粉じん障害防止対策の推進
◆ 職場における受動喫煙防止対策の推進と助成金等の活用の周知、啓発
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【愛媛県の最低賃金】

【労災保険法に基づく主な労災補償状況（愛媛管内）】

種 別 最低賃金額（1時間） 発効年月日

愛 媛 県 最 低 賃 金 739円 29.10.  1

特
定
最
低
賃
金

パルプ、紙製造業 869円 29.12.25

はん用機械器具、生産用機械器具、
業務用機械器具製造業 877円 29.12.25

電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造業 849円 29.12.25

船舶製造・修理業 , 舶用機関製造業 886円 29.12.25

各種商品小売業 772円 29.12.25

◆ 愛媛地方最低賃金審議会の円滑な運営
◆ 最低賃金額改定の周知及び遵守徹底

　被災労働者や遺族の方々からの労災保険給付の請求について、迅速・適正に処理し、早期救済を図
ります。

（１）脳血管疾患・虚血性心疾患等 （２）精神障害等 （３）石綿による肺がん・中皮腫等

◆ 労災保険の窓口相談の充実及び相談者への懇切・丁寧な説明
◆ 脳・心臓疾患及び精神障害関連疾患等の労災請求に対する迅速・適正な処理
◆ 石綿関連疾患に係る医療機関等への労災補償制度の周知及び保険給付の請求に対する適切な対応
◆ 労災診療費算定基準の医療機関への周知及び労災診療費の適正払いのための対応

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

請求件数 12 11 9

認定件数 1 1 1

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

請求件数 19 12 11

認定件数 2 1 4

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

請求件数 9 17 16

認定件数 9 13 15

（注）各表における「認定件数」は、当該年度に認定した件数で、当該年度以前に請求があったものを含む。

　最低賃金制度は、賃金の低廉な労働者の下支えとして重要なセーフティネットであることから、
適切に機能するよう、最低賃金の周知と履行確保等に努めます。

最低賃金制度の適切な運営

労災補償対策の推進
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3 職業安定部の施策

◆ 求人・求職票の記載内容の充実
◆ 求職者が応募しやすい求人票の求人条件や記載内容
　に係る助言・援助の実施
◆ 求人充足会議の活性化によるマッチング精度の向上
◆ 予約制・担当者制を活用したきめ細やかな就職支援
◆ 正社員就職のためのマッチングの取組強化
◆ 人手不足分野などにおける人材確保と雇用管理改善
◆ 地方自治体と一体となった雇用対策の推進

◆ 新卒応援ハローワークの利用促進と新卒者・既卒者に対す
るきめ細やかな就職・定着支援

◆ 新卒者等人材確保推進本部会議を活用した関係機関との
連携による就職支援

◆ 若者雇用促進法に基づく「ユースエール認定企業」の普及
拡大と若者に対する職場情報の積極的な情報発信

◆ フリーター等の正規雇用化に向けた取組の推進・定着支援
◆ 若者サポートステーションと連携したニート等の若者に

対する職業的自立の支援

　雇用失業情勢は、着実に改善が進んで
おり、求職者数は減少傾向、求人数は増
加傾向で推移している中、ハローワーク
では、求職者や求人事業所への種々の対
策を講じるため、マッチングに直結する
求職者・求人者サービスなど、職業紹介
業務の質的な取り組みを充実するととも
に、正社員就職の実現を図るため、求人・
求職のマッチング向上に努めます。

　新規学校卒業予定者の就職環境
は、景気の緩やかな回復基調が続
いていることもあり順調に推移し
ていますが、一人でも多くの就職
を実現するため、新卒者・既卒者
の就職・定着支援を強化するとと
もに、フリーター等に対する正規
雇用の実現に向けて支援します。
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新規学校卒業者の職業紹介状況（３月末現在）

職業紹介業務の充実強化による効果的なマッチングの推進

若者の雇用対策の推進
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◆ 年齢にかかわりなく意欲と能力に応じて働くことができる「生涯
現役社会」の実現に向けた高年齢者の就労促進

◆ 高年齢者等の再就職の援助・促進
◆ 高年齢者が地域で働ける場や社会を支える活動ができる場の拡大

◆ 法定雇用率 [2.2％（民間）］達成のための障害者雇用の更なる推進
◆ ハローワークと福祉施設・教育機関等の関係機関との連携による

「チーム支援」の推進
◆ 「就職面接会」の積極的な実施等、ハローワークのマッチング機能

の強化と地域の関係機関と連携した職場定着の推進
◆ 各種助成制度の積極的な周知・活用促進

　高年齢者がその意欲と能力
に応じて年齢にかかわりなく
働くことができるよう「生涯
現役社会」の実現を目指して、
雇用・就業環境の整備に向け
た対策を推進します。

　障害者の就業ニーズが
高まる中、法定雇用率達成
に向けて、関係機関と連携
しながら、障害特性に応じ
た支援を実施し、障害者の
雇用を促進します。

愛媛県内の高年齢者の雇用状況（６月１日現在）
70
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　　　  高年齢者等職業安定対策基本方針に基づき
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　生活保護受給者などの生活困窮者を広く対象に、地方公共団体とハローワークが一体となった就
労支援を推進します。

　地域の求人・求職者ニーズに即した公的職業訓練（公共職業訓練・求職者支援訓練）を展開するとと
もに、訓練修了（予定）者に対する集中的な就職支援を行います。

◆ 地方公共団体との協定に基づく、就労支援チームによる支援や住居・生活相談等雇用支援の　
一体的実施

◆ 生活保護受給者等の就労による自立を促進するため、福祉事務所への積極的な出張相談や生活
　保護受給申請段階からの就労支援
◆ 生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業の支援対象者への効果的な就労支援
◆ 各種助成制度の積極的な周知・活用促進

◆ 訓練ニーズの把握と訓練関係機関への体系的な情報提供
◆ 地域の特性・ニーズに即した総合的な地域職業訓練実施計画の策定
◆ ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングによる求職者の適性・能力を踏まえた

適切な訓練への誘導
◆ 担当者制による訓練修了（予定）者に対するきめ細かな就職支援
◆ 訓練実施機関との緊密な連携

【生活保護受給者等就労自立促進事業実施状況】

年　　度 支援対象者数 支援終了者数 就 職 者 数 就　職　者

平成24年度 707 746 433 61.2% 

平成25年度 647 712 482 74.5%

平成26年度 768 761 530 69.0%

平成27年度 732 737 499 68.2%

平成28年度 722 731 537 74.4%

平成29年度 575 517 408 71.0%

（注）平成29年度は、平成29年12月末現在である。

コース別 訓練開始時期 コース数 定　員 受講者数 就職率

基礎コース
平成 28 年度 14 247 110 58.9%

平成 29 年度（29.4 ～ 29.11） 8 122 75 ー

実践コース
平成 28 年度 31 442 256 73.6%

平成 29 年度（29.4 ～ 29.11） 15 211 127 ー
（注）就職率は、平成28年4月1日～平成29年3月31日に終了したコースの雇用保険適用就職状況である。

年　度 訓練実施機関 コース数 定　員 就職率

平成 28 年度
施設内訓練 35 511 87.5%

委託訓練 61 721 81.2%

平成 29 年度
（29.4 ～ 29.11）

施設内訓練 23 358 ー

委託訓練 47 556 ー

【求職者支援訓練の状況】

【公共職業訓練の状況】

手厚いセーフティネットの構築

地域のニーズに即した公的職業訓練の展開と訓練修了（予定）者への就職支援
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　労働者派遣事業や職業紹介事業が適正に運営されるよう、法制度の周知や指導監督等に努め、
労働者派遣法及び職業安定法の円滑な施行を図ります。

特定労働者派遣事業届出

一般労働者派遣事業許可

職業紹介事業許可・届出

（注）平成29年度は、平成30年
　　　１月１日現在の数値である。
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平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

労働者派遣事業所・職業紹介事業所の推移

◆ 労働者派遣事業、職業紹介事業の周知
◆ 改正労働者派遣法、改正職業安定法の周知・啓発
◆ 労働者派遣事業、職業紹介事業の新規許可・許可更新、届出等の的確な相談・審査
◆ 労働者派遣事業者等による違法派遣、偽装請負、悪質違反等に対する厳正な指導監督
◆ 職業紹介事業者等が行う求人・求職受理、労働条件の明示、手数料徴収等について厳正な指導

監督

　労働保険制度は、それ自体が労働者のセーフティネットであるとともに、労災保険給付・雇用保険
給付などの各種施策を推進する財政基盤となるものです。
　労働者のセーフティネットとしての役割を果たしていくため、労働保険制度の健全な運営、費用負
担の公平及び労働者の福祉の向上等の観点から、次のとおり取り組みます。

　労働者を雇用するすべての事業主の労働保険への加入を最重要課題とし、労働保険料の公平な負担
を図るため、加入勧奨及び手続指導等を強化し、積極的に労働保険の加入促進を図ります。
　他の行政機関との連携を密にして、再三の勧奨・指導等を行っても加入しない事業所には、職権に
よる保険成立手続、保険料の認定決定も実施します。

　事業主に対し、労働保険制度に対する理解を促し、法令に従い労働保険料等を申告・納付するよう
適正な指導に努めます。
　収納率の向上を図るため、滞納整理、納付督励等の徴収業務に積極的に取り組みます。
　労働保険料の口座振替制度について、利便性等の周知を図り、利用促進に努めます。

民間等の労働力需給調整事業の適正な運営の促進

労働保険の未手続事業一掃対策の推進

労働保険料等の適正徴収

4 労働保険徴収室の施策
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総務部総務部

労働基準部労働基準部

労働基準監督署労働基準監督署

ハローワーク（公共職業安定所）ハローワーク（公共職業安定所）

愛
媛
労
働
局

愛
媛
労
働
局

職業安定部職業安定部

雇用環境・均等室
℡089（935）5222
雇用環境・均等室
℡089（935）5222

総務課
℡089（935）5200
総務課

℡089（935）5200

労働保険徴収室
℡089（935）5202
労働保険徴収室
℡089（935）5202

監督課
℡089（935）5203
監督課

℡089（935）5203

賃金室
℡089（935）5205
賃金室

℡089（935）5205

健康安全課
℡089（935）5204
健康安全課
℡089（935）5204

労災補償課
℡089（935）5206
労災補償課
℡089（935）5206

職業安定課
℡089（943）5221
職業安定課
℡089（943）5221

需給調整事業室
℡089（943）5833
需給調整事業室
℡089（943）5833

訓練室
℡089（900）5244
訓練室

℡089（900）5244

管理・会計・人事・福利厚生、
情報公開等

労働保険の成立、労働保険料の
決定・徴収等

労働条件の確保、監督指導、
司法警察事務等

最低賃金・最低工賃、統計調査等

労働災害の防止、
労働者の健康確保、免許等

労災保険事業、被災労働者の
社会復帰促進事業等

職業紹介・指導、若年者・新卒者の
雇用対策、雇用保険事業等
電子申請センター
（運用開始：平成30年10月1日）
雇用保険電子申請処理の集中化

労働者派遣事業、民営職業紹介
事業の許可・監督等

高年齢者、障害者、外国人等の
雇用対策等

職業訓練、求職者支援制度、
生活保護受給者等の就労支援等

働き方改革、女性の活躍推進、ワーク
ライフバランスの推進、総合労働相談、
個別労働紛争等

労働時間・賃金の支払い等の労働条件に
関する監督指導、職場の安全衛生・健康
管理に関する指導、労災保険の給付等

求職・求人受理、職業相談、職業紹介、
雇用保険の適用・給付（失業給付・教育
訓練給付等 )、雇用促進のための各種
助成金等

職業対策課
℡089（941）2940
職業対策課
℡089（941）2940
助成金センター
※所在地はP14 参照
助成金センター
※所在地はP14 参照

愛媛労働局雇用保険
電子申請事務センター
愛媛労働局雇用保険
電子申請事務センター

　愛媛労働局は、愛媛県における国の労働行政機関 ( 厚生労働省 )として、労
働基準監督署、 ハローワーク ( 公共職業安定所 )を統括しています。

愛媛労働局の組織と業務内容 〒７９０－８５３８
松山市若草町４番地３ 松山若草合同庁舎５階、６階
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総合労働相談コーナー 業務内容
労働者、事業主を対象とした、労働条件、退職、いじめ、嫌
がらせ、男女差別、セクハラ、育児休業・介護休業、パート
タイム労働等の労働問題に関するあらゆる分野のご相談

愛媛労働局総合労働相談コーナー 愛媛労働局雇用環境・均等室内 雇用均等問題相談  電話 089(935)5224 
労 働 問 題 相 談  電話 089(935)5208

松山総合労働相談コーナー 松山労働基準監督署内 電話 089(927)5150

新居浜総合労働相談コーナー 新居浜労働基準監督署内 電話 0897(37)0151

今治総合労働相談コーナー 今治労働基準監督署内 電話 0898(32)4560

八幡浜総合労働相談コーナー 八幡浜労働基準監督署内 電話 0894(22)1750

宇和島総合労働相談コーナー 宇和島労働基準監督署内 電話 0895(22)4655

労働基準監督署

監督署名 郵便番号 所 在 地 電話・FAX 管轄区域

松　山 791-8523 松山市六軒家町3-27 
松山労働総合庁舎4F

電話 089（917）5250 
FAX 089（917）5230

松山市、伊予市、東温市、
伊予郡、上浮穴郡

新居浜 792-0025 新居浜市一宮町1-5-3 電話 0897（37）0151 
FAX 0897（37）3655

新居浜市、西条市、四国中央市、
今治市宮窪町大字四阪島

今　治 794-0042 今治市旭町1-3-1 電話 0898（32）4560 
FAX 0898（31）3362

今治市（今治市宮窪町大字
四阪島を除く）、越智郡

八幡浜 796-0031 八幡浜市江戸岡1-1-10 電話 0894（22）1750 
FAX 0894（22）1899

八幡浜市、大洲市、西予市、
西宇和郡、喜多郡

宇和島 798-0036 宇和島市天神町4-40 
宇和島地方合同庁舎3F

電話 0895（22）4655 
FAX 0895（24）3389 宇和島市、北宇和郡、南宇和郡

ハローワーク（公共職業安定所）

安定所名 郵便番号 所 在 地 電話・FAX 管轄区域

松　山 791-8522 松山市六軒家町3-27
松山労働総合庁舎1～3F

電話 089（917）8609 
FAX 089（917）5233

松山市、伊予市、東温市、
伊予郡、上浮穴郡

今　治 794-0043 今治市南宝来町2-1-6 電話 0898（32）5020 
FAX 0898（33）3593

今治市（今治市宮窪町大字
四阪島を除く）、越智郡

八幡浜 796-0010 八幡浜市松柏丙838-1 電話 0894（22）4033 
FAX 0894（22）5051 八幡浜市、西予市、西宇和郡

宇和島 798-0036 宇和島市天神町4-7 電話 0895（22）8609 
FAX 0895（22）8566 宇和島市、北宇和郡、南宇和郡

新居浜 792-0025 新居浜市一宮町1-14-16 電話 0897（34）7100 
FAX 0897（37）0590

新居浜市、今治市宮窪町大字
四阪島

西　条 793-0030 西条市大町受315-4 電話 0897（56）3015 
FAX 0897（56）3001 西条市

四国中央 799-0405 四国中央市三島中央1-16-72 電話 0896（24）5770 
FAX 0896（23）6639 四国中央市

大　洲 795-0054 大洲市中村210-6 電話 0893（24）3191 
FAX 0893（23）3620 大洲市、喜多郡

労働基準監督署・ハローワーク　一覧
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ハローワーク（公共職業安定所 ) 付属施設 ･ 機関等

名　称 所在地 電話・FAX 業務内容

ハローワークプラザ松山 
（ハローワーク松山湊町職業相談等窓口）

〒790-0012 
松山市湊町3-4-6
GET!4F 
   

【開庁延長】 
・月・金曜日 
 17：15 ～ 19：00
  ※まつやまマザーズコーナーを除く 

　 
【土曜開庁】 
・第2・第4土曜日 
 10：00 ～ 17：00 
・但し、祝日及び年末年始 
 （12/29 ～ 1/3）は休み

総合案内 
電話 089(913)7401 
FAX 089(913)7418

　

◆ 求人閲覧コーナー 
　 コンピュータによる
　 求人情報の提供
 
◆ 職業紹介コーナー
　 一般・パートの職業相談、
　 職業紹介
 
◆ 早期就職支援コーナー 
　 雇用保険受給者の予約
　 相談による再就職支援

まつやまマザーズコーナー 電話 089(913)7410 子育てをしながら就職を
希望する方の就職支援

愛媛わかもの
ハローワーク

電話 089(913)7404
フリーターなどの正規雇用化
のための就職支援、職場定着
支援

愛媛新卒応援
ハローワーク

電話 089(913)7416
新規学校卒業予定者、未就職
卒業者、既卒者の職業相談、
職業紹介、求人受理

ハローワークプラザ今治
ハローワーク今治南大門町
職業相談等窓口　　　　　

〒794-0027 
今治市南大門町1-3-1  
今治ビル新棟1F

電話 0898(31)8600 
FAX 0898(31)1444

◆ 一般・パートの職業相談、
　職業紹介、求人情報の提供

◆ マザーズコーナー
　 子育てをしながら就職を
　 希望する方の就職支援

西予市ふるさと
ハローワーク

〒797-0015 
西予市宇和町卯之町
3-434-1 西予市役所内

電話 0894(62)1966 
FAX 0894(62)1913

一般・パートの職業相談、
職業紹介、求人受理

愛媛労働局の分室

名　称 所在地 電話・FAX 業務内容

助成金センター
（職業対策課分室）

〒790-0012 
松山市湊町三丁目4-6
松山市銀天街
ショッピングセンター
GET! 4F

電話 089(987)6370 
FAX 089(987)6371

雇用関係助成金に係る相談、
申請受付等

( ）
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